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 松本委員、お手が挙がっております。 

  

 

 はい。では松本委員、お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。それでは、論点に従ってコメントさせていただき

ます。 

  

 

  

 まず 17ページにございます、価格の下支えに関する論点でございますが、最低 

薬価について下限値を設定する剤形を拡大する方向性には異論はございません。 

  

 一方で、資料の９ページから 11ページを見ますと、先ほど長島委員、森委員から

もご指摘がありましたけども、 

 

最低薬価品目が総価取引の調整弁になってる可能性があり、安定確保医薬品や 

局方品であっても、最低薬価品目の場合に平均乖離率が高い実態がございます。 

 

 総価取引や過剰な値引きの是正に取り組むとともに、品目ごとに、最低薬価まで

薬価を戻す必要性を判断できるようなルールを導入すべきだと考えます。 
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 また、不採算品再算定につきましては、令和５年度改定で特例措置に該当した 

品目でも仕切価は据え置きが多く、むしろ低下した品目さえあったと記憶しており

ます。 

 

 

 

 最終的には薬価調査の結果を踏まえて判断させていただきますが、前回の臨時的

な対応をそのまま本則のルールに取り入れることには、現段階では慎重にならざる

を得ないというふうに思っております。 
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 続きまして、30ページ。長期収載品に関する論点でございます。 

 

  
  

 まず、「特許が切れたら速やかに後発品に市場を譲る」という考え方は、業界とも

共有できてるものと認識しております。 

  

 一方で、長期収載品側としては、後発品だけで需要を満たせないから撤退できな

いというご意見や、特許期間中の薬価維持とあわせて検討すべきというご要望も業

界から出ていることは承知しております。 

 

 新薬創出加算については、先日、事務局案が示されたところですので、長期収載

品についても、より早期に後発品への置換えが進むよう、 

  

 21ページに全体像が示されるルールを全体的に厳格化すべきと考えます。 

 

 例えば、Ｚ２については適用時期の前倒しや、置換え率に応じた引下げの強化が

考えられます。 

  

 Ｇ１／Ｇ２ルールについては、場合によっては後発品薬価との倍率の刻みを少し

小さくする等の工夫をしながら、確実に毎年適用することで、より迅速に後発品と

の価格差を縮小すべきです。 

 

 また、新薬創出加算の累積額控除については特許が切れた後に適用する仕組みで

すけども、長期収載品の薬価のあり方としても毎年実施すべきです。 

 

 これらのことを、長期収載品の保険給付のあり方に関する見直しを行った場合に、

患者負担の増加を極力抑えることにもつながるものと考えております。 
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 後発品と長期収載品の中間ともいえるオーソライズド・ジェネリックは、改めて

薬価上の対応を検討することが必要だろうと考えます。 

 

 さらに、医薬品のライフサイクルを考えた場合、長い使用経験のある成分につい

てはスイッチＯＴＣを本格的に進めるべきです。 

 

 後発品の生産能力を高める観点からも重要な視点だと考えておりますので、中医

協の所掌範囲からは外れますが、厚生労働省には、ぜひご検討いただきたいと思い

ます。 

  

 続きまして、32ページ。「議論のとりまとめに向けた考え方」でございます。 

 

 イノベーションの推進と安定供給確保の観点のみならず、医療保険制度の持続可

能性を確保する観点も十分に意識すべきだということは強く指摘させていただき

ます。 
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 骨子のとりまとめに向けた考え方自身に関しては異論はございません。私からは

以上でございます。 

 

 

 はい、ありがとうございました。ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。 

 

 

 会場、ございません。 

  

 

 はい。今回の内容について、専門委員のほうから、もし、ご発言等、あるようで

したら、いかがでしょうか。 
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 石牟禮専門委員、お手が挙がっております。 

  

 

 はい、では石牟禮専門委員、お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。専門委員の石牟禮でございます。 

  

  

 

 下支えルールのところにつきましては、17ページの下支えルールの論点につきま

しては、業界の要望につきましても引用をいただいておりまして、その要望に沿っ

たかたちで、ご検討をいただきたいと思っております。 

 

 流通の問題等は、もうご指摘のとおりでございますけれども、個別の製品の安定

供給に向けた努力についても、ぜひご配慮いただきますよう、特に不採算品再算定

の確実な適用、および安定供給を継続したいといって希望している品目のシェアな

ども見て上でですね、適用することについても、ご検討をいただければと思ってお

ります。 
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 また、長期収載品について、松本委員から、ご指摘がございました。ご意見ござ

いました。 

  

 
 

 現在、今後の、このあと、総会でもご議論されると伺っております選定療養につ

いての議論もございますところ、 

 

現在の、この示されておりますＺ２、Ｇ１／Ｇ２のルールにつきましては、後発

品の使用を促進するという観点も踏まえて検討され、ルール化されているものでご

ざいます。 

 

 現在、後発品の使用促進、使用割合として、数量割合として 80％を既に到達して

いるという効果があったということを踏まえますと、現行のルールを、この薬価の

ルールを変更する必要性は乏しいのではないかというふうに考えております。以上

でございます。 

 

 

 はい、ありがとうございました。ほかに、ご質問、ご意見等はございますか。 

 

 

 会場はございません。 

 

 

 はい、事務局からは特に補足等はございますか。 
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 特にございません。 

 

 

 はい、わかりました。もし、ほかにご意見、ご質問等ないようでしたら、本件に

係る質疑はこのあたりといたします。 

 

 今後、事務局において、本日頂戴したご意見も踏まえ、ご対応をいただきますよ

う、お願いいたします。 

 

 本日の議題は以上です。次回の日程につきましては、追って事務局より連絡いた

しますので、よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、本日の薬価専門部会はこれにて閉会といたします。どうもありがとう

ございました。 

  

  

 （10分後に調査実施小委員会へ） 
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